
①-1 介護保険料決定通知書（表紙・裏表紙）

20ｃｍ

裏表紙

上下と右側がミシン目になっており、この部分を切り取って中を読む形式です。

10.5ｃｍ

○決定通知書は色が３種類あり、保険料の支払い方法によってかわります。
①緑色・・・年金から天引きされる特別徴収
②青色・・・口座振替
③茶色・・・代理納付（生活保護）
ほとんどの方が ①（緑色）の特別徴収です。①～③は説明文の内容が少し違い
ますが、所得段階が記載されている場所は同じです。

年度を確認
してください

表紙

このページの無断転載及び複製
等の行為はご遠慮ください。

「本算定」か確認して
ください

※「仮算定」は不可



対象者の所得段階はこのページの右上に記載されています

このページの無断転載及び複製
等の行為はご遠慮ください。

「1～3」段階は非課税世帯①-2 介護保険料決定通知書



② 介護保険料納付通知書（冊子形式）

17.5ｃｍ

10ｃｍ

5ページ目

このページの無断転載及び複製
等の行為はご遠慮ください。

以下の記載内容になっているもの
が有効。記載内容が異なるもの
（仮算定）は不可。

「1～3」段階は

非課税世帯
年度を確認
してください



③ 介護保険料納入通知書

このページの無断転載及び複製
等の行為はご遠慮ください。

「1～3」段階は
非課税世帯

年度を確認
してください



７

７

７

７

７

④ 介護保険料額変更通知書 年度を確認
してください

「1～3」段階
は非課税世帯

このページの無断転載及び複製
等の行為はご遠慮ください。

納付方法によっては「兼特別徴収
中止通知書」、「特別徴収を中止
し」という文言がありません。



後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の紙での新規発行が終了し、マイナ保険
証・資格確認書（マイナ保険証を持っていない方）に移行しました。
今後はマイナ保険証あるいは資格確認書での確認をお願いいたします。

①
②

③

確認ポイント
①「後期高齢者医療資格確認書」であること
（75歳以上の方のみマイナ保険証・資格確認書での自己負担免除確認可）
②有効期限内のマイナ保険証・資格確認書であること
③限度区分に「区Ⅰ」・「区Ⅱ」と記載されていること
④保険者番号が「39431002」であること（熊本市民であること）

従来の「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」
有効期限切れのため使用不可

マイナ保険証

or

※マイナ保険証についても、後期高齢者（75歳以上）の方のみ自己負担免除対象者の確認
可能
（前期高齢者（70～74歳）の方はマイナ保険証および資格確認書での確認NG）

④

保険者番号
「39431002」の方は

熊本市民

⑤ マイナ保険証・資格確認書（満75歳以上の方のみ）

このページの無断転載及び複製等の
行為はご遠慮ください。
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